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論説 

ソーシャル・インパクト・ボンドの成立過程と 

日本における再犯防止への適用に関する考察 

―英国行政改革と刑事政策の民営化を踏まえて― 
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はじめに 

 

ソーシャル・インパクト・ボンド（Social Impact Bond: SIB）とは，高い

再犯率等の社会課題を解決するために，行政機関と契約を交わした民間団体

が実施するサービスに対して，行政が成果（アウトカム）2に応じた支払いを

する投資スキームの一形態である。第１号案件は，2010 年に英国法務省が発

表した同省管轄ピーターバラ刑務所にて男性の短期拘禁刑受刑者向けへの社

会復帰支援プログラムとしてはじまった。SIB のスキームを活用した再犯防

止の取組みは 2013 年に米国ニューヨーク市に，次いで 2014 年にはマサチュ

ーセッツ州へと波及していった。 

本稿においては，英国における SIB成立過程と実施について政治的背景を
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踏まえて俯瞰するとともに，米国での再犯防止分野における実施を概観する。

さらに，日本での再犯防止における SIB 導入可能性について英国と日本との

社会内処遇システムの違いを踏まえて検討し，日本への政策波及の困難につ

いて指摘する。 

 

１ 英国法務省における SIB成立過程 

 

(1) 英国政府における民営化への流れ 

図表１は，NPM 改革以降の英国首相とその政策ヴィジョンの変遷を示し

ている。 

 

図表１ 英国首相と政策ヴィジョン 

代 首相 政党 政策ヴィジョン 

71 
マーガレット・サッチャー 

(1979-1990) 
保守党 

小さな政府 

72 
ジョン・メイヤー 

(1990-1997) 
保守党 

73 
トニー・ブレア 

(1997-2007) 
労働党 

第三の道 

74 
ゴードン・ブラウン 

(2007-2010) 
労働党 

75 
デーヴィッド・キャメロン 

(2010-    ) 

保守党・ 

自由民主党連立 
大きな社会 

出所：筆者作成. 

 

1970 年代の英国保守党サッチャー政権は，「小さな政府」を政策アジェン

ダとして，ニュー・パブリック・マネージメント（New Public Management: 

NPM）の手法を本格的に導入した行政改革を推進した3。NPM とは，公共



ソーシャル・インパクト・ボンドの成立過程と日本における再犯防止への適用に関する考察 109 
 

サービス分野に民間事業者の参入を認め，プロバイダーの多元化と競争をつ

うじてサービスの質の改善とコストの削減を図る手法である。その後，政権

交代した労働党トニー・ブレア首相は，伝統的な「大きな政府」による英国

福祉国家とも市場重視の新自由主義に根差した「小さな政府」とも異なる「第

三の道」路線を推し進め，「完全雇用」を目標に「社会的包摂（social inclusion）」

を推進した。 

2010 年保守党党首デーヴィッド・キャメロンは，自由民主党との連立政権

にて首相に就任すると，保守党の政策ヴィジョンであった「大きな社会」を

新政権の目標へと引継いだ。「大きな社会」の実現という理念は，地方政府に

権限を委譲し，政府のみでは解決困難な社会課題を解決し，より公正な社会

を実現することを目指している。具体的な施策として，1)コミュニティの権

限強化，2)コミュニティにおける市民活動の促進，3)中央から地方への権限

移譲，4)チャリティ・社会的企業等への支援，5)政府データの提示が挙げら

れる4。 

サッチャー政権は，刑事司法改革を実施し，伝統的な刑務所当局・刑務官

の権限縮減や保護観察の業務効率化，再犯防止に対する成果主義の導入を図

り，PFI（Private Finance Initiative）5を用いた刑務所の民間への業務委託

をはじめた。サッチャー首相（当時）はまた，税を主財源とする医療制度で

ある国民医療サービス（National Health Service: NHS）について，市場型

の競争メカニズムを利用した効率化を推進した。しかしながら，価格競争の

みに焦点が当てられ医療の質は低下した。また，鉄道・バスを含む公共サー

ビスの民営化を推進し，富裕層優遇政策として失業者の増大や貧困層の拡大

につながった。 

一方，キャメロン首相は，地方自治体に権限を委譲し，本来公共が担うべ

きソーシャル・サービスを NPO 等の多様な組織に委ねることとした。キャ

メロン政権における大きな社会の実現は，公共性の高いサービスの民営化を

促進するもので，小さな政府を踏襲していると言える。 

 

(2) 英国ピーターバラ刑務所での SIB実施  

図表２は，英国法務省管轄ピーターバラ刑務所における SIB の仕組みを示
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したものである。英国に拠点を持つ金融系中間支援組織『ソーシャル・ファ

イナンス・リミテッド（Social Finance Limited: SF）』は，法務省に対し，

それまで行政による支援のなかった短期受刑者の社会復帰支援についてSIB

のスキームを用いて再犯率の引き下げを図ることを提案した6。法務省は，SF

に SIB運営の業務委託をし，国民の休眠預金の資金を一部投入した宝くじ基

金（ビッグ・ロタリー・ファンド）と共に初期コストに係る資金提供をした。

SF は，ソーシャル・インパクト・パートナーシップという事業目的会社を

設立し，事業運営費として合計 500 万ポンドを拠出した投資家との契約を交

わした。さらに，SF は，社会復帰支援プログラムを提供する「ワン・サー

ビス」と呼ばれる組織を立ち上げ，これまで個々に出所者の支援を提供して

いた NPO 等の組織をワン・ストップ・サービスで提供できる仕組みを整え

た。また，受刑者とその家族への釈放前後の支援，ニーズに応じたメンタル

ヘルス治療を実施し，出所後の再犯防止に取り組んだ7。 

 

図表２ 英国法務省管轄ピーターバラ刑務所における SIB の仕組み 

   出所：Disley， Emma and Jennifer Rubin 2014. を基に筆者作成8. 
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再犯率の引下げ計測方法は次の通りである。ターゲット層 1,000 人規模の

男性短期受刑者を２年間追跡し，６年間で 3期分のコホートを作成した。コ

ントロール層として，本支援を受けない類似の受刑者を英国警察システム

（The Police National Computer）により抽出し，ターゲット層における各

コホートの再犯率がコントロール層よりも 10 ポイント以上下回ることを目

標値に定めた。成果指標は，3 期分コホートの平均再犯率と比較対象の再犯

率の差によって計測することとした。その差が 7.5 ポイント未満であれば投

資家の支払いはなく，7.5ポイントの場合には投資家に元本相当額を 2016 年

に支払うというものである。また，差が，7.5 ポイントを超える場合には支

払額を積増する。さらに，各期のコホートの再犯率と比較対象の再犯率の差

が 10 ポイント以上の場合には早期に支払いをすることとした9。2014 年８月

時点の中間報告によれば，第一コホートの実績は 8.4 ポイント下回った10。 

 

(3) SIBスキーム成立の要件  

SIB スキーム成立の要件を整理すると図表３に示されているように，大き

く次の４点が挙げられる。第一には，社会課題解決に向けた行政のコミット

メントがあり，介入により社会的便益が得られるという社会的合意が可能な

社会的課題が明確であることである。ピーターバラについては，短期刑刑務

所出所者の再犯率低下という明確な行政目標を有していた。第二に，税の投

入が困難な，予防的介入活動を持続的・継続的に実施しうる事業実施主体の

存在である。ピーターバラにおいては，受刑者とその家族への支援を実施す

る既存団体の存在が SIB スキーム組成を容易にすすめた。第三に，成果の計

測可能性が明確であることである。本件は，警察データベースを利用した介

入成果についてターゲット層と未実施のコントロール層との比較をし，サー

ビス実施によるコスト削減が計測しうることから実施に至った。第四として，

政府予算・寄付・基金等から SIB組成初期コストを確保することができ，測

定可能なアウトカムに対して金銭的リターンを求め，成果が達成できない際

のリスクを引き受ける投資家の存在が必要となる。法務省及びビッグ・ロタ

リー・ファンドの資金提供と，投資家からの 500 万ポンドのプログラム運営

費によってこのスキームは実施可能となった。 



112 

 

図表３ SIB導入の際に必要となる４要素 

 要 素 概 要 

１ 社会課題解決に向けた 

行政のコミットメント 

社会課題が明確で，その解決に向けた行政の強い

コミットメントがあること 

２ サービス実施主体の存在 支援プログラム等を継続的に実施できるサービ

ス実施主体が存在すること 

３ 成果の計測可能性 サービス実施による成果が計測可能なものであ

ること 

４ 資金提供者の確保 成果指標を達成しない場合の投資リスク等を引

き受ける投資家がいること 

出所： 細野・高畑 201511 

 

(4) 英国ピーターバラ SIBの中止 

2010 年８月に SIB を組成した後， 行政のコミットメントが揺らいだこと

から， SIBはリスクの高い投資という印象が強まった。2014年に法務省は， 

刑務所出所者の社会復帰プログラムを全国展開する施策（Transforming 

Rehabilitation）を発表した。これにより SIB スキームは中断に追い込まれ

たからである。政府の政策転換により全国規模で実施される短期受刑者の出

所後の支援は，支援を実施しないコントロール層との比較という指標に基づ

いて，成果を計測することが不可能となった。その後，政府は，成果計測方

法を見直し，３期ではなく２期コホートの平均により成果を計測することと

して投資家と折り合いをつけた12。法務省は，SIB は，予防的プログラムの

成果を実証し，全国展開に向けた社会実験となったと主張する。一方，投資

家の間で SIBは，政策転換の影響を受ける「リスクの高い投資」という印象

が強まった。また，サービス実施主体にとって SIB の中断は，事業の持続可

能性を揺るがすものであった。全国展開の新施策により改めて一般競争入札

への参加が求められる事業者もあった。 

 

２ 米国における再犯防止分野への SIB適用 
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(1) ニューヨーク市における若者再犯防止プロジェクト 

米国での SIBスキームは，未成年受刑者に対して，認知行動療法を利用し

た更生プログラム「若者行動学習体験（The Adolescent Behavioral Learning 

Experience: ABLE）」13を提供し，再犯防止を図るものであった。ニューヨ

ーク市内では，白人・アジア人に比べてアフロ・アメリカおよびラテン・ア

メリカ系の若者たちの貧困や失業の割合そして殺人を含む犯罪発生率が高い

という社会課題を抱えていた。市の担当者は，英国ピーターバラ刑務所に視

察に訪れ，当時のニューヨーク市長は，自らの私的財団からの助成金を提供

するなど，政治的コミットメントの強い案件であった14。更生プログラムの

管理は，貧困者向けの教育や社会政策の研究を手掛ける独立系非営利調査団

体の MDRC であった。プログラムの実施主体は，市内で受刑者の更生を既

に行っているNPO 法人オズボーン・アソシエーション（OA）と，出所した

未成年の更生を専門とした NPO 法人フレンズ・オブ・アイランド・アカデ

ミー（FIA）である。成果の計測方法は，疑似実験手法（quasi-experimental 

design）を用い，ABLE を 1 年間実施した以前と以後とを比較した。最初に

釈放されてから12箇月間及び24箇月間に再収容された日数により計測する

こととした。４年間のプログラム提供後に，出所した未成年受刑者の再犯率

を計測し，再犯率の引下げ度合によって資金提供者へ融資額に成功報酬を加

算して返済する契約であった。成果の計測者は，第三者評価機関であるヴェ

ラ司法研究所（The Vera Institute of Justice）15である。ゴールドマン・サ

ックスは，更生プログラムを４年間実施するための資金 960 万ドルをプロジ

ェクト管理者（MDRC）に融資した。また，NY市長の私的財団であるブル

ームバーグ・フィランソロピーはMDRC に 720 万ドル助成した1617。 

 

(2) ニューヨーク州の再犯防止プログラム 

2013 年 12 月には，ニューヨーク州において，刑務所出所者の再犯防止プ

ログラムへSIBが適用された。これは，州刑務所収容者約2,000名に対して，

成果に基づいた（evidence-based）訓練と雇用プログラムを実施するもので

ある。州内の刑務所出所者の約 41％は３年以内に再犯に至り，刑務所収容に
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は一人につき平均６万ドルを要し，州の受刑者コスト（３.６億ドル／年）は

大きな財政負担となっていた。こうしたことから，州全域の再犯率の低下と

出所者の雇用機会の拡大を決意した。サービス実施主体は，非営利団体雇用

機会センター（The Center for Employment Opportunities: CEO）が担っ

た。成果指標として再犯時の刑務所収容日数の減少及び就職者の増加を定め

た。資金提供は，メリルリンチの顧客投資家ロックフェラー財団による。財

団の拠出分は，プロジェクトの失敗の際には，投資家への返金の原資に充当

されることとなっていた。州政府は，プロジェクトの成功により 7.8 百万ド

ルのコスト削減を見込んでいた18。 

 

(3) マサチューセッツ州再犯リスクのある若年者の雇用増進 

本プロジェクトは，常習的な犯行の減少と，再犯のリスクのある若年層の

雇用増進を目的として，保護観察期間にある 17 歳から 23 歳の若者に奉仕活

動・教育・雇用プログラムを提供するものである。常習的な犯行を減少させ，

再犯リスクのある若者層の雇用を促進し，州政府は SIB を通じて出所後の暴

力や貧困等の社会環境的要因による再犯の悪循環を断ち切ることを意図して

いる。認知行動療法を通じた行動変容プログラムを実施し，若年層の再犯防

止の実績を有する非営利団体（Roca）が実施を担った。プログラム実施後２

から７年の間の刑務所収容期間の減少率により成果を計測することとした。

融資はゴールドマン・サックス（９百万ドル）及びクレスゲ財団による他，

ローラ・アンド・ジョン・アーノルド財団等の保証もある19。 

 

(4) 米国における再犯防止 SIBの成果  

米国において再犯防止分野の SIBが急速に広まったのは，再犯防止のアウ

トカム分野が投資家に選択されやすかったという理由がある。再犯防止は，

コストを削減できる機会が大きく，幼児教育等プログラムの効果を長期的に

しか示せない分野とは異なり，アウトカムは見えやすい分野である20。しか

しながら，アウトカムが可視化しやすい反面その結果が顕著に表れた。ニュ

ーヨーク市における SIB のプロジェクトは，成果不達にて 2015 年 8 月 31

日にて打ち切りとなった。前述の第三者評価機関ヴェラ司法研究所によると，
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ベンチマーク基準である2013年にライカーズ島拘置所に入所した16歳から

18歳の若者の再犯率 10ポイント以上の引下げは達成できなかったという21。

具体的には，他の矯正施設では有効であったソーシャル・スキル・トレーニ

ングや，自己責任と意思決定力向上への介入等のエビデンスに基づいた認知

行動療法は，入所者の半分は一年以内に再入所するライカーズ島拘置所の若

者には成果はでなかったという22。 

 

３ 日本における再犯防止への SIB適用可能性 

 

 平成 25 年６月のG8 サミットにおいて，キャメロン首相の呼びかけによっ

て G8 諸国の政府・金融・ビジネス及び慈善事業等の各業界からのリーダー

が集まり，社会的投資市場の発展を促進する施策を議論する目的で「G8 社

会的インパクト投資タスクフォース」がはじまった23。そのサブ組織として

日本国内でも G8 社会的インパクト投資タスクフォース国内諮問委員会が設

立され，2015 年に「G8 社会的インパクト投資シンポジウム」が開催され，

「社会的インパクト投資の拡大に向けた提言」が示された。同提言は，①休

眠預金の活用，②SIB・ディベロップメント・インパクト・ボンド

（Development Impact Bond: DIB）の導入，③社会的事業の実施を容易に

する法人制度や認証制度の立ち上げ，④社会的投資減税制度の立ち上げ，⑤

社会的インパクト評価の浸透，⑥受益者責任の明確化，そして⑦個人投資家

層の充実，を掲げている。同委員会によれば，社会的インパクト投資とは，

「社会課題を解決しながら経済的な利益も同時に生み出す投資行動」と定義

づけられる。ソーシャルセクターには，チャリティと呼ばれる伝統的な慈善

組織や，社会課題解決を事業の中心に据えた社会的企業，事業活動の一部を

社会性ある事業へと転換させつつある民間企業等様々な主体が存在している。

図表４に示されているように，社会的インパクト投資は，こうした「社会的

企業のスペクトラム」の中でその両者を達成しようとする社会的企業に対し

選択的に投じられる資金であるという24。 
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図表４ 社会的企業のスペクトラムにおける社会的投資の対象領域 

出所：G8社会的インパクト投資タスクフォース国内諮問委員会(2015). 

 

また，日本政府の政策アジェンダへも SIB 導入を推進する文言が追加

されるようになってきた。平成 27年６月に閣議決定された「まち・ひと・

しごと地方創生基本方針 2015」において，SIB の可能性について次のよ

うに示唆している。「民間資金や知見を活用する手法の一つとして，社会

的インパクト投資が英国で始まり世界に広がりつつある。我が国におい

ても，パイロット事業を検証しながら，こうしたものを含めた社会的課

題の解決手法の活用に向けて，課題の整理等の検討を進めていくことが

考えられる25。」さらに，『日本再興戦略改訂 2015』においては，「民間の

資金やサービスを活用して，効果的・効率的に健康予防事業を行う自治

体等の保険者へのインセンティブとして，ヘルスケアにおける SIB の導

入を検討」との記述がある26。 

では，英国ではじまり，米国へと波及した SIBは，日本の再犯防止に適用

しうるのであろうか。これについては，2014 年 5月 21 日（水）第 186 回国

会法務委員会にて SIB 導入に係る質問が谷垣禎一法務大臣（当時）へと向け

られた。谷垣大臣（当時）の答弁は，SIB導入について慎重な姿勢を伺わせ

るものであり，「我々の業務は収益等の見込めるものでない。」「SIB のスキ

ームはぴたっといくのかどうか情報を集めて勉強をしたい。」と，回答してい

る。その言葉通り，谷垣大臣（当時）は 2014 年７月の英国出張ではピータ
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ーバラ刑務所を訪問し，罪を犯した人の社会復帰に向けた取組の実情等を視

察し，SIB の説明を受けている。また， 帰国後の８月 15 日（金）の記者会

見では，「再犯防止を民間投資の対象とすることで，必ずしもうまくいくとい

うものではない。それぞれの国のうまくいっている面やそうでない面などい

ろいろな問題があると思うが， そういう取組を十分参考にして視野を広げ， 

緊密な情報交換を行っていく必要がある。」と報告している27。 

 

(1) 日本政府の掲げる再犯防止数値目標 

平成 24 年７月犯罪対策閣僚会議において，「再犯防止に向けた総合対策」

が決定され，政府の再犯防止施策として日本で初めて数値目標を設定した。

具体的には，「出所等年を含む 2 年間において刑務所等に再入所等する者の

割合（2 年以内再入率）を数値目標における指標」とし，過去５年における

2 年以内再入率の平均値（刑務所については 20％， 少年院については 11％）

を基準とし，これを平成 33年までに 20ポイント以上減少させる」というも

のである28。また，2020 年のオリンピック・パラリンピック東京大会の開催

を視野に，平成 25 年 12 月に「「世界一安全な日本」創造戦略」が閣議決定

され，治安に関する７つの重点課題のひとつとして刑務所出所者等の再犯防

止対策が取り上げられている29。 

 

(2) 日本での SIB成立の可能性 

前述の SIB スキーム成立の４要件に基づいて日本での成立可能性を探っ

てみることとする。英国で解決すべき社会的課題として掲げられた満期釈放

者の社会復帰については，日本においても，「「世界一安全な日本」創造戦略」

において，刑事施設における満期釈放者に対する指導及び支援の充実・強化

を図ることとしており，課題解決に向けたコミットメントが既に表明されて

いる。サービス実施主体としては，住居の提供や就労支援を通して既に様々

な民間事業者による更生保護活動が実施されてきている30。次に成果の計測

可能性については，特定の刑務所出所者に係る再犯の有無についてフォロー

アップするシステムは現状では確立されていない。そして再犯防止施策の財

源は基本国費から支出されており，民間事業者の運営については一部寄附金
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等で賄われている部分はあるものの投資の対象とはなっていない。 

 

(3) 公衆参加による日本の更生保護制度 

前述の英国ピーターバラ刑務所にて再犯防止に係る社会実験を経て全国展

開されることとなった受刑者の社会復帰プログラムは， 保護観察の民営化の

過程であったといえよう。一般競争入札で選ばれた事業は，就労支援やソー

シャル・スキル・トレーニング等のプログラムを提供し，再犯防止の成果に

より成功報酬を得るというものである。この仕組みは，長い歴史を持つ日本

の更生保護制度には馴染まない31。第二次大戦後に法整備された日本の更生

保護法は，保護司は，保護観察官で十分でないところを補い，保護観察所の

長の指揮監督を受けて，保護司法の定めるところに従い，保護観察所の所掌

事務に従事するもの，と定めている。これは，民間ボランティアを公的制度

として罪を犯した人の社会復帰の担い手と位置付けている32。保護司は，そ

の活動に対して実費弁済として国費から支給される部分はあるものの，報酬

を受け取ることはない。このようにボランティアを基盤として制度化してい

る更生保護事業について，成功報酬型の「成果に基づいた支払い」の仕組み

を導入することは制度の根幹を揺るがしかねないのである。 

一方，刑の一部執行猶予制度の実施により民間治療機関による薬物事犯者

の専門的治療の必要性は高まっている。また，性犯罪者・アルコールに係る

問題を抱えた者への専門的処遇，高齢者・障がい者への地域生活定着支援セ

ンターを通じた福祉専門職による福祉サービスのコーディネート等，地域の

名望家による無償ボランティアや行政職の保護観察官とも異なる専門的技術

と経験を要する人材ニーズも高まっている。また，これらについては，法務

省・厚生労働省による予算確保も課題となっている。こうした新たな専門的

処遇ニーズについて民間資金を投入した事業実施の社会実験を行う基盤はい

まだ確立されていない。現在再犯防止以外の分野においても日本における

SIB の実証実験ははじまっているとの報告はある33。しかしながら，いずれ

も中間支援組織による委託事業や成果の計測可能性についての実証実験にと

どまっており，行政が投資家と契約を結んだ事例はない。 
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４ 考察 

 

英国の 1980 年代から 1990 年代の行政改革について，英国の行政学者

R.A.W. Rhodes は，以下の 4 点を指摘しつつ，行き過ぎた行政改革により行

政は空洞化しつつあるとの警告を発している34。 

（1） 民営化に伴う公的介入の余地の限界 

（2） エージェンシー化等の代替的サービス・デリバリー・システ

ムによる中央・地方政府機関機能の衰退 

（3） 英国政府の EU への機能喪失 

（4） 運営のアカウンタビリティ， 行政二分論的政治的支配の強調

による NPM 改革のもとでの公務員の裁量性の限界 

公共セクターの最も重要な使命のひとつとして， 社会で最も脆弱な立場に

おかれた人々へのサービスを担う役割が挙げられる。貧困・失業， 高齢や障

害，機能不全家族での生い立ち等， 社会的孤立から罪を犯すに至ってしまっ

た人々について，二度と再び罪を犯させないためには，国家レヴェルの司法・

矯正・保護という法務省による取組のみでは十分とはいえない。民間の参入

促進のまえにこれらの人々の自立と再犯防止に向けて行政は何をすべきかを

国・地方を問わず改めて問い直すことが肝要であろう。 
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